
提

出

者

平

岡

秀

夫

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
お
け
る
「
脱
石
油
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
お
け
る
「
脱
石
油
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

過
去
二
回
の
石
油
危
機
の
経
験
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
最
重
点
課
題
の
一
つ
に
「
脱
石
油
政
策
」
が
あ

り
、
強
力
な
政
策
推
進
の
結
果
、
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
需
要
に
対
す
る
石
油
の
占
め
る
割
合
は
ピ
ー
ク
時
七
五
％
を
超
え

て
い
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
は
五
〇
％
を
下
回
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
〇
三
年
に
策
定
さ
れ
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様

化
」
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
記
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
は
、
第
二
章
第
四
節
「
石
油
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
向
け
た
取
組
」
に
お
い

て
、
石
油
を
「
今
後
も
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
」
、
「
石
油
化
学
製
品
原
料
と
い
う
観
点
か
ら
も
貴
重
な
資
源
で
あ
る
」

と
し
、
石
油
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
但
し
、
石
油
は
供
給
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
の
で
、
（
脱
石
油
で
は
な
く
）

様
々
な
手
立
て
で
、
問
題
の
解
決
を
目
指
す
と
し
、
手
立
て
の
例
と
し
て
、
�
備
蓄
、
�
石
油
自
主
開
発
の
体
制
強
化
、
�
石

油
産
業
の
経
営
基
盤
の
強
靭
化
（
含：

Ｉ
Ｇ
Ｃ
Ｃ
・
・
・
石
油
残
さ
ガ
ス
化
発
電
）
、
を
挙
げ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
。

ま
た
、
第
一
六
二
回
国
会
（
常
会
）
に
提
出
さ
れ
た
平
成
一
六
年
度
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
年
次
報
告
」
に
お
い
て
も
、

「
脱
石
油
」
と
い
う
旧
来
の
概
念
に
基
づ
い
た
記
述
は
無
い
。

一



然
る
に
、
平
成
一
七
年
六
月
一
七
日
開
催
の
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
推
進
閣
僚
会
議
で
は
「
脱
石
油
に
向
け
た
各
省
庁
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
」
な
る
議
題
で
議
事
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
平
成
一
七
年
四
月
一
六
日
の
「
小
泉
総
理
ラ
ジ
オ
で
語
る
」
で

も
、
総
理
自
身
が
「
脱
石
油
」
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
で
あ
る
が
如
く
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
関
し
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

�

わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
最
上
位
概
念
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
認

識
し
て
い
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

�

二
〇
〇
三
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様
化
」
を
政
策
の
基
本
と
置
い

て
い
る
か
。

�

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
が
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
推
進
の
基
本
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
推
進
す
る
政
府
内
で
、

「
脱
石
油
」
が
、
あ
た
か
も
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
で
有
る
が
如
く
進
め
ら
れ
、
ま
た
、
総
理
自
身
が
脱
石
油
を
当
然
の

考
え
の
如
く
ラ
ジ
オ
で
国
民
に
伝
え
る
こ
と
は
、
自
ら
策
定
し
、
自
ら
そ
の
推
進
の
責
を
負
う
内
閣
と
し
て
、
無
責
任
で
は

な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


